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１ 実務編第４章 予報及び警報
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■流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大または相
当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川。

■洪水のおそれがあるときは、水位または流量等を示して、河
川の状況を水防管理者等に通知しなければならない。

洪水予報河川とは
（水防法第10,11条）

指定河川洪水予報
とは

■洪水予報河川以外で、洪水により国民経済上重大または相当
な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川。

■洪水特別警戒水位を定め、河川の水位がこれに達したときは、
その旨を水防管理者等に通知しなければならない。

水位周知河川とは
（水防法第13条）

■水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、気象
庁が国土交通省または都道府県の機関と共同し、あらかじめ
指定した河川（洪水予報河川）について、区間を決めて水位
または流量を示して行っている洪水の予報のこと。

■指定河川洪水予報には、氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫
危険情報、氾濫発生情報の４種類があり、「○○川氾濫注意
情報」、「△△川氾濫警戒情報」のように発表する。

（１）４．２ 洪水予報河川における洪水予報
（県）太平川における基準水位観測所の追加、基準水位の見直し P.38、41～42

（２）４．３ 水位周知河川における水位到達情報
（県）大沢川・馬踏川における基準水位の見直し P.43



牛島水位観測所［指定］

太平本町水位観測所［指定］

秋田駅

洪水予報区間 L=19.9km

牛島水位観測所 受持区間 L=9.6km
八田川合流点 ～ 旭川合流点

太平本町水位観測所 受持区間 L=10.3km
秋田市太平山谷（地主橋） ～ 八田川合流点

牛島水位観測所［指定］

太平本町水位観測所

秋田駅

洪水予報区間 L=19.9km

牛島水位観測所 受持区間 L=19.9km
秋田市太平山谷（地主橋） ～ 旭川合流点

現

行

変

更

地主橋

地主橋
八田川
合流点

旭川
合流点

旭川
合流点

太平本町牛島

－３．７ ｍ氾濫危険水位

－３．３ ｍ避難判断水位

２．６ ｍ３．０ ｍ氾濫注意水位

１．６ ｍ２．０ ｍ水防団待機水位

太平本町牛島

２．２ ｍ３．５ ｍ氾濫危険水位

１．７ ｍ３．２ ｍ避難判断水位

１．５ ｍ２．９ ｍ氾濫注意水位

１．２ ｍ２．５ ｍ水防団待機水位

（１）４．２ 洪水予報河川における洪水予報

（県）太平川における基準水位観測所の追加、基準水位の見直し P.38、41～42

より効果的な避難支援及び水防活動のため、洪水予報河川「太平川」の運用を変更する。
・「牛島水位観測所」に加え「太平本町水位観測所」を指定観測所に追加し、受持区間を分割する。
・令和５～６年に測量した最新の河道断面を反映したうえで、両観測所の基準水位を設定する。
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大沢郷宿水位観測所［指定］

危険箇所における氾濫開始水位（Lv5）

リードタイムT1（避難時間等）

リードタイムT2（避難所開設時間等）

氾濫危険水位（Lv4）

避難判断水位（Lv3）

避難指示

避難完了

高齢者等避難

(図) 氾濫危険水位、避難判断水位のイメージ

大沢郷宿水位観測所

変更後現 行

３．０ ｍ２．７ ｍ氾濫危険水位

２．７ ｍ２．０ ｍ避難判断水位

２．３ ｍ１．７ ｍ氾濫注意水位

２．０ ｍ１．４ ｍ水防団待機水位

水位周知区間 L=5.2km
大沢郷宿水位観測所 受持区間 L=5.2km

大仙市大沢郷寺（稲荷下橋）～ 雄物川合流点

稲荷下橋

雄物川
合流点

（２）４．３ 水位周知河川における水位到達情報

（県）大沢川における基準水位の見直し P.43

令和６年豪雨時の対応を基に大仙市と協議した結果、大沢郷宿地区のリードタイムは３０分で対応可能である
ことが確認できたため、リードタイムを現行の１時間から３０分に変更し、それに伴い基準水位を再設定する。
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金足堀内水位観測所［指定］

吉田川

水位周知区間 L=8.8km
金足堀内水位観測所 受持区間 L=8.8km

秋田市金足片田（吉田川合流点）～
潟上市昭和大久保（八郎潟）

吉田川
合流点

八郎潟
金足堀内水位観測所

変更後現 行

３．６ ｍ１．６ ｍ氾濫危険水位

３．１ ｍ１．４ ｍ避難判断水位

２．５ ｍ１．０ ｍ氾濫注意水位

２．２ ｍ０．８ ｍ水防団待機水位

（２）４．３ 水位周知河川における水位到達情報

（県）馬踏川における基準水位の見直し P.43

河川改修が進んだことで河道が拡がり、金足堀内地区において旧河道から新河道に切り替わったことから、
金足堀内水位観測所を移設するとともに、基準水位を再設定する。
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（新）金足堀内水位観測所
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２ 資料編第５章 予報及び警報
直轄河川および県管理河川における洪水予報発表形式（予報文）の変更
指定河川洪水予報を作成するシステムの更新に合わせて、図表をわかりやすい表現とするため、

洪水予報文（PDF形式）の様式を変更する。 P.93～101、105～106

※国土交通省・気象庁説明資料を転載
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２ 資料編第５章 予報及び警報

※国土交通省・気象庁説明資料を転載



9

２ 資料編第５章 予報及び警報

※国土交通省・気象庁説明資料を転載
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２ 資料編第５章 予報及び警報

※国土交通省・気象庁説明資料を転載
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２ 資料編第５章 予報及び警報

※国土交通省・気象庁説明資料を転載
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２ 資料編第５章 予報及び警報

※国土交通省・気象庁説明資料を転載
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２ 資料編第５章 予報及び警報

※国土交通省・気象庁説明資料を転載


